
健康保険証に関する大切なお知らせ
中央建設国民健康保険組合　東京都支部より

令和 6年12月2日以降、健康保険証の新規交付ができなくなります。
健康保険証廃止後、加入者の皆様の健康保険証がどのような取扱いになるかお知らせ致します。

令和7年3月31日まで
お使いいただけます！

現在お持ちの健康保険証は、
令和6年12月2日以降も

有効期限はココです！
お持ちの健康保険証
の有効期限をご確認
ください。※

組合員世帯に家族追加や住所変更などがあった場合には、所属の出張所へ手続きが必
要です。ただし、新たに健康保険証を交付することができません。マイナ保険証をお持ち
でない方は、「資格確認書（健康保険証の代わり）」を交付します。マイナ保険証をお持
ちの方は、「資格情報のお知らせ」を交付します。
ただし、手続きの際に、「マイナンバーの記入誤りなどでマイナンバーとの紐付け作業

ができない」、「マイナ保険証を紛失してしまった」などの方には、「短期の資格確認書」
を交付します。

令和6年12月2日以降はどうするの？

次ページ以降に「資格確認書」・「短期の資格確認書」・「資格情報のお知らせ」などの説明があります。次ページ以降に「資格確認書」・「短期の資格確認書」・「資格情報のお知らせ」などの説明があります。

来年度（令和７年４月～）は、有効
期限を「令和８年３月31日」（１年間）
とした「資格確認書」を交付します
ので、ご安心ください。急いでマイナ
保険証を作る必要はありません。

※組合員、ご家族の方が後期高齢者医療制度へ移行される場合は有効期限が異なります。

資格確認書

※イメージです。

マイナ保険証をお持ちでない方

名称が
変わるだけ健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせに載っている

記号（90-○○○○）でどこの出張所に
所属しているかわかります。

90‒1308
90‒1408

南部建設出張所（西多摩郡南部建設組合）
〒 190-0164 東京都あきる野市五日市 346

出張所長　石川　泰正

☎ 042-596-0126
　 042-596-5680

中央建設国民健康保険組合　東京都支部　出張所一覧
被保険者
記号 電話／FAX出張所（組合）

90‒1302
90‒1292
90‒1402

☎ 03-3689-3191
　 03-3689-3199

東建従出張所（東京建設従業員組合）
〒 134-0084 東京都江戸川区東葛西 7-6-4

出張所長　木賀　聖司
FAX

FAX

☎ 03-3625-1418
　 03-3625-1419

90‒1306
90‒1296
90‒1406

FAX

本所出張所（東京建設産業組合）
〒 130-0005 東京都墨田区東駒形 4-10-6

出張所長　中村　敏昭

90‒1307
90‒1407 FAX

西多摩北部出張所（西多摩郡北部建設組合）
〒 198-0081 東京都青梅市上町 325

出張所長　齊藤　康人

☎ 0428-24-1200
　 0428-23-6394

東建産出張所（東京建設産業労働組合）
〒 113-0021 東京都文京区本駒込 6-1-20 豊田ビル2F

出張所長　相原　匡雄

90‒1305
90‒1295
90‒1405

FAX
☎ 03-6902-2410
　 03-6902-2450

90‒1304
90‒1294
90‒1404

日暮里出張所（日暮里建設業組合）
〒 116-0013 東京都荒川区西日暮里 1-12-1

出張所長　柴　道夫
FAX
☎ 03-3807-2944
　 03-3807-2965

マイナ保険証とは？
健康保険証として登録したマイナン
バーカードです。
健康保険証の利用登録をしているか
どうか分からない方は、マイナポータ
ルで確認できます。

お問い合わせ先
【中建国保の健康保険証・資格確認書などについて】
　所属の出張所へお問い合わせください。
【マイナンバーカードに関するお問い合わせ】
　マイナンバー総合フリーダイヤル　TEL　0120-95-0178

ココ！



マイナ保険証をお持ちでない方はこちら

短期の資格確認書について

健康保険証の代わりとして、中建国保か
ら「資格確認書」を交付します。使い
方は今の健康保険証と同じ様に、医療
機関や薬局の窓口へ提示するだけです。

①マイナンバーカードを紛失した方　
②電子証明書が有効期限切れで更新中の方　
③マイナンバーとの紐付けに時間を要する方
※①②の方はマイナンバーカードの再交付・更新が完了した場合は、マイナ保険証を利
用してください。

※③の方はマイナンバーカードとの紐付け作業が完了した場合に、マイナ保険証の保
有の有無により「資格情報のお知らせ」または「資格確認書（年度末を有効期限）」
を交付します。

※マイナ保険証を持っているか不明な方についても利用登録の状況が確認できるまで
の間、「短期の資格確認書」を交付します。

マイナ保険証をお持ちの方であっても、以下の方には交付日の翌月末を有
効期限とした「短期の資格確認書」を交付します。

70歳以上でマイナ保険証をお持ちの方の「資格情報のお知らせ」の年度更
新のタイミングは、年度内に2回となります。

①交 付 日：令和7年 4月1日
有効期限：令和7年 7月31日

②交 付 日：令和7年 8月1日
有効期限：令和 8年 3月31日

※70 歳以上の方は今までと同様に「高齢受給者
証」を交付します。
医療機関などに受診する際は「資格確認書」と
「高齢受給者証」を窓口で提示してください。
※毎年、4月1日から翌年3月31日の1年間を有
効期限とした「資格確認書」を交付します。
（今までの健康保険証と同様に年度ごとに更新
を行います）

健康保険証

資格確認書

来年度（令和 7年 4月～）は、有効期限を「令和 8年 3月31日」
（1年間）とした「資格確認書」を交付しますので、ご安心ください。
急いでマイナ保険証を作る必要はありません。

※イメージです。

資格情報のお知らせ（70歳未満　負担割合なし）

資格情報のお知らせ（70歳以上　負担割合あり）

資格確認書の取り扱い（使い方）

マイナ保険証をお持ちの方はこちら

前期高齢者（70歳以上）の方について

今の健康保険証と同じ内容が記載された「資格情報のお知らせ」
を交付します。
このお知らせは、ご自身の健康保険情報を確認していただくとと

もに、システム障害等により、マイナ保険証が利用できない場合に
マイナンバーカードと一緒に医療機関などの窓口で提示することで
健康保険（保険診療）での受診ができます。
※この「資格情報のお知らせ」のみでは健康保険での受診ができ
ません。マイナンバーカードとあわせて携帯して下さい。

マイナ保険証の利用登録解除・資格確認書交付申請について
マイナ保険証の利用登録された方で、利用登録を解除したい場合は、中建国保へ利用登録解除の申請をすることで、

マイナ保険証の利用登録を解除することができます。その場合は、マイナ保険証をお持ちでない方と同様に「資格確認書」
を交付します。
また、マイナ保険証をお持ちの方でも高齢者や障害者（介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする

必要がある場合）でマイナ保険証での受診が困難な方は、本人の申請により「資格確認書」を交付します。お手続きの
窓口は所属の出張所になりますのでお問い合わせください。

有効期限・負担割合の記載について

マイナ保険証を
お持ちの方

「資格確認書」をお持ちの方
（マイナ保険証をお持ちでない方）

今までと同様に令和 7年 7月31日を有効期限とした
「高齢受給者証」を交付します。

負担割合と発効期日を記載した
「資格情報のお知らせ」を交付
します。

既に70歳以上の方

※令和6年8月1日に交付した「高齢
受給者証」は有効期限の令和7年
7月31日まで利用できます。

マイナ保険証をお持ちの方は「資
格情報のお知らせ」を交付します。

12月2日以降
70歳を迎える方について

（1回目）3月

（2回目）7月

マイナ保険証をお持ちの方には「資格確認書」を交付することはできません。
「資格確認書」が必要な方は以下をご覧ください。注意

※マイナ保険証をお持ちでない方の年度更新は、今までと同様に
令和7年 8月1日に「高齢受給者証」を交付します。（1回のみ）

※組合員、ご家族の方が後期高齢者医療制度へ移行される場合は
有効期限が異なります。

名称が
変わるだけ

令和7年7月31日を有効期限とし
た「高齢受給者証」を交付します。

令和6年12月2日～令和7年3月1日誕生日

令和7年3月2日以降誕生日


